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　酒井宏明県議は、11 月 30日の県議会本会議で、県職員（教
職員・警察含む）の期末勤勉手当（一時金）の支給月数を０・
０５か月引き下げる議案に反対の討論を行いました。同議
案は、民間企業の一時金水準が公務員を下回ったことを理
由としています。
　酒井氏は、知事等特別職の一時金引き下げは議員報酬引
き下げと同様に賛成としつつ、県職員２万２千人、５億円
以上の引き下げは、地域経済に打撃を与えるものだと指摘。
　民間の水準低下は、コロナ禍だけでなく、労働法制の改
悪、大企業・富裕層優遇政策の結果であり、医療や介護、
保健衛生、教育など、県民生活に不可欠な行政サービスの
ため日夜奮闘する公務労働者の賃下げは、労苦にこたえな
いばかりか、政府の失策のつけを現場に押し付けるものだと厳しく批判しました。
　その上で酒井氏は、「コロナ禍などで下がった民間に歩調を合わせることは、さら
なる賃下げ競争、労働条件引き下げへの悪循環を招く」と反対しました。

酒井県議が討論

県職員の期末手当引き下げに反対
コロナ禍の労苦にこたえないばかりか、 賃下げ競争の悪循環に

知事等特別職 ・議員報酬引き下げには賛成

第 3 回後期定例会始まる
　11 月 25 日の本会議に、重点医療機関受け入れ体制確保や生活福祉資金の特例貸付、
診療・検査外来指定促進、地域外来・検査センター運営など新型コロナウイルス感染
症関連に 96 億円余の補正予算が提案されました。
　また、新・総合計画（ビジョン）、行財政改革大綱、県土整備プラン 2020 の策定、
県庁 32 階官民共創スペースの設置に関する条例などについて審議されます。
　常任委員会は 12 月 7・8 日、特別委員会は 10 日に開催されます。


